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　　　平成29年度岡山県一般会計補正予算（第 6号）

　平成29年度岡山県一般会計の補正予算（第 6号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額 689,344,700千円に歳入歳出それぞれ 6,892,802 千

円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ696,237,502千円とする。

2  　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は，「第 1表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）

第 2条　繰越明許費の追加及び変更は，「第 2表繰越明許費補正」による。

　（地方債の補正）

第 3条　地方債の追加及び変更は，「第 3表地方債補正」による。
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第 1表　 歳入歳出予算補正

　　　歳　　　入

款 項 補正前の額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円

 5　 地 方 交 付 税 159,816,697 81,539 159,898,236

 1　 地 方 交 付 税 159,816,697 81,539 159,898,236

 7　 分担金及び負担
金 

4,373,245 325,313 4,698,558

 1　 負 担 金 4,373,245 325,313 4,698,558

 9　 国 庫 支 出 金 64,730,518 3,247,642 67,978,160

 1　 国 庫 負 担 金 32,504,989 680,250 33,185,239

 2　 国 庫 補 助 金 31,188,503 2,567,392 33,755,895

12　 繰 入 金 25,457,681 2,908 25,460,589

 2　 基 金 繰 入 金 23,902,424 2,908 23,905,332

14　 県 債 73,619,100 3,235,400 76,854,500

 1　 県 債 73,619,100 3,235,400 76,854,500

歳 入 合 計 689,344,700 6,892,802 696,237,502
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　　　歳　　　出

款 項 補正前の額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円

 2　 総 務 費 35,494,234 46,426 35,540,660

 2　 企 画 費 4,603,442 36,416 4,639,858

10　 環 境 費 2,814,982 10,010 2,824,992

 3　 民 生 費 110,197,364 154,512 110,351,876

 1　 社 会 福 祉 費 90,347,042 154,512 90,501,554

 6　 農林水産業費 32,904,027 1,393,503 34,297,530

 3　 農 地 費 10,623,344 658,693 11,282,037

 4　 林 業 費 7,349,603 734,810 8,084,413

 8　 土 木 費 57,144,823 5,298,361 62,443,184

 2　 道路橋りよう費 28,244,331 3,180,027 31,424,358

 3　 河 川 海 岸 費 10,737,644 1,348,334 12,085,978

 4　 港 湾 費 7,234,930 770,000 8,004,930

歳 出 合 計 689,344,700 6,892,802 696,237,502
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第 2表　 繰越明許費補正

　 1　追　　　加

款 項 事　　　 業　　　 名 金　　　　額

千円

 2　 総 務 費

 2　 企 画 費 国土調査事業 36,416

10　 環 境 費 自然公園施設整備事業 10,010

 3　 民 生 費

 1　 社 会 福 祉 費 障害者福祉施設整備事業 154,512

 6　 農林水産業費

 3　 農 地 費 農業生産基盤整備事業 109,653

農地防災事業 549,040

 4　 林 業 費 森林整備加速化・林業再生事業 491,620

治山事業 103,600

造林補助事業 139,590
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　 2　変　　　更

款 項 事　　 業　　 名 補正前 補正後

千円 千円

 8　 土 木 費

 2　 道路橋りよう費 道路整備事業 1,018,316 1,178,316

地方道路整備事業 790,744 3,466,604

 3　 河 川 海 岸 費 河川改修事業 390,400 690,400

砂防関係事業 444,778 1,339,778

 4　 港 湾 費 港湾改修事業 86,366 116,366

港湾海岸保全事業 114,636 134,636
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第 3表　 地 方 債 補 正

　 1　追　　　加

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償還の方法

千円

総　　務　　債

　 自然公園施設整備費 4,900

　債券発行（他の
地方公共団体との
共同発行を含む。）
又は普通貸借の方
法により，財務省
その他から借り入
れるものとする。
　ただし，債券発
行の種類，様式及
び償還に関する細
目その他一切の事
項は，知事の定め
るところによる。
　工事又は財政の
都合により，起債
額の全部又は一部
を翌年度に繰延起
債することができ
る。

年5.5%以内（ただ
し，利率見直し方
式で借り入れるも
のについて，利率
の見直しを行った
後においては，当
該見直し後の利
率）

　据置期間を含み
30カ年以内に償還
するものとする。
（償還の時期及び
償還金は，借入先
の融通条件に従う
ものとする。）
　ただし，県財政
の都合により，据
置又は償還期間中
といえども，償還
年限を短縮し，又
は繰上償還を行い，
若しくは借換を行
うことができる。
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　 2　変　　　更

起 債 の 目 的
補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

限度額 起債の
方　法 利　率 償還の

方　法 限度額 起債の
方　法 利　率 償還の

方　法

千円 千円

民　　生　　債

　 社会福祉施設整備
事業費

農林水産業債

農業生産基盤整備
事業費

農地防災事業費

治 山 事 業 費

土　　木　　債

道路整備事業費

国直轄道路事業負
担金

地方道路整備事業
費（道路）

河川改修事業費

国直轄河川事業負
担金

砂防関係事業費

港湾改修事業費

港湾海岸保全事業
費

国直轄港湾事業負
担金

480,100

383,400

811,100

409,900

1,043,000

2,758,000

2,739,300

1,000,100

1,511,900

642,200

411,900

163,400

1,089,000

　債券発
行（他の
地方公共
団体との
共同発行
を含む。）
又は普通
貸借の方
法により，
財務省そ
の他から
借り入れ
るものと
する。
　ただし，
債券発行
の種類，
様式及び
償還に関
する細目
その他一
切の事項
は，知事
の定める
ところに
よる。
　工事又
は財政の
都合によ
り，起債
額の全部
又は一部
を翌年度
に繰延起
債するこ
とができ
る。

年5.5%以
内（ただ
し，利率
見直し方
式で借り
入れるも
のについ
て，利率
の見直し
を行った
後におい
ては，当
該見直し
後の利率）

　据置期
間を含み
30カ年以
内に償還
するもの
とする。
（償還の
時期及び
償還金は，
借入先の
融通条件
に従うも
の と す
る。）
　ただし，
県財政の
都合によ
り，据置
又は償還
期間中と
いえども，
償還年限
を短縮し，
又は繰上
償還を行
い，若し
くは借換
を行うこ
とができ
る。

528,700

411,400

1,028,800

461,500

1,114,800

3,102,000

3,985,600

1,148,100

1,665,100

1,077,800

421,400

171,800

1,556,800

補
正
前
に
同
じ

補
正
前
に
同
じ

補
正
前
に
同
じ
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